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社報タイトル「希望」は社内で

掲げる令和 3年の標語です。 
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９月の税務 
 

●  ９月１０日  

１．８月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

●  ９月３０日  

２．７月決算法人の確定申告 

<法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･(法人事業所税)･法人住民税> 

    ３．１月,４月,７月,１０月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告   

<消費税及び地方消費税> 

    ４．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告 

<消費税及び地方消費税> 

５．１月決算法人の中間申告 

  <法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･法人住民税>（半期分） 

６．消費税の年税額が４００万円超の１月,４月,１０月決算法人の３月ごとの中間申告 

  <消費税及び地方消費税> 

７．消費税の年税額が４，８００万円超の６月,７月決算法人を除く法人･個人事業者の 

1 月ごとの中間申告（５月決算法人は２か月分）<消費税及び地方消費税> 

 

 



 

 

 

 

 

 

税理士   山 野 基 尚 

消費税 インボイス制度について 

 

いよいよ令和３年１０月から消費税インボイス制度に係る登録申請書の受付が開始されます。 

申請後、税務署から登録番号が通知され登録事業者になることができます。 

 

  そもそもインボイス制度とはどういう制度でしょうか。 

インボイス(適格請求書)とは、正確な消費税の適用税率や消費税額等を伝えるものです。 

  具体的には請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類や 

 データをいいます。インボイス制度の概略は次の通りです。 

 

≪ 売 手 側 ≫ 

  売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付 

 しなければなりません。 

≪ 買 手 側 ≫ 

  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事 

業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。 

 

  インボイス制度は、令和５年１０月から導入予定です。 

詳細・ご不明点については、お手数ですが担当者にご相談されるようお願い致します。 

 

 

 

       コロナ禍の熱中症対策         

 

税 務 マ メ 知 識 

坂 爪 理 香 

 

コロナ禍で迎える 2 度目の夏となりました。 

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります。新しい生活様式を取り入れながら、 

例年以上に対策をしましょう！ 

 

〇こまめな水分補給 

 のどが渇いていなくても 1 時間にコップ一杯の水分補給 

 

〇エアコン使用中もこまめな換気（エアコンを止める必要はありません。） 

 窓とドアなど部屋の 2 か所を開ける 

 扇風機や換気扇を併用すると効果的 

 

〇日頃からの健康管理 

 毎朝、体温測定と健康チェック 

 1 日 3 回の食事（特に朝食はとる） 

 

〇マスクを適宜にはずす 

 屋外で人との距離が十分に(2ｍ以上)とれる場合 

 


